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【現在】 【来年度以降】 

１ 公立病院の新設・建替等に対する地方交付税措置の見直し 

（１） 再編・ネットワーク化に伴う整備への財政措置の重点化 

30％地方交付税措置 

通常の整備   ・・・・・・・・・ 25％地方交付税措置 

再編・ネットワーク化に伴う整備 
  ・・・・・・ 40％地方交付税措置 

 公立病院の再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備について、病院事業債 
（特別分）を創設し、その元利償還金の40％について地方交付税措置を講じる。 

公立病院に関する地方財政措置の見直し 

（２） 都道府県の役割の強化 

 公立病院の新設・建替等に当たっては、医療介護総合確保推進法に基づき地域の 
医療提供体制の確保にこれまで以上に大きな役割・責任を有する都道府県の十分な
チェックを踏まえて、適当と認められるものに対し地方交付税措置を行う。 

〔対象事業〕 

 都道府県が医療計画（地域医療構想を含む）の達成の推進及び病院の経営等に関する
助言の観点から、新設・建替等を行う公立病院について、機能・役割分担、 統合・再編の
あり方、適切な規模、医師等確保の方策、収支見通し等について十分検討し、意見を付し
て総務省に提出。 

  新公立病院改革プラン（新たなガイドラインにおいて要請する予定。以下「新改革プラン」 
という。）に基づく再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備（原則として平成32年度まで）。 
  なお、現公立病院改革プランに基づく再編・ネットワーク化に係る継続事業も新たな要件に
合致する場合には対象とすることができるが、特別分と一般会計出資債の併用は不可。 

 特別分は、新設・建替等に係る地方交付税措置の単価の上限の範囲内。 

  平成26年度までの病院事業債に係る元利償還金の一部については、引き続き病床割
に算入するが、平成27年度以降の病院事業債に係る元利償還金については、病床割の
算入を廃止し上記措置率による事業割に一本化。 

〔特別分の対象事業〕 

〔建築単価との関係〕 

〔普通交付税の算入方法〕 

  原則として、平成２７年度以降に実施設計を行う公立病院の新設、建替、増改築事業
（これに伴う実施設計及び医療機器整備を含む。）。 

〔主な検討項目等〕 
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２ 病床数に応じた地方交付税算定の見直し 

  公立病院の病床数に応じた地方交付税措置については、算定の基礎となる病床数を
許可病床数から稼働病床数に変更する。 

 普通交付税の病床割、特別交付税の不採算地区病院及びリハビリテーション専門病院の
算定に係る一般及び療養病床。 

 医療法の病床機能報告制度において、都道府県に報告した前年度の７月１日時点の稼働
病床数（許可病床数から休床の届出をしている病床数の他、過去１年間に一度も入院患者
を収容しなかった病床数を除いた病床数）とする。 

  許可病床から稼働病床への移行に伴う措置額の減少又は稼働病床数の減少に伴う措置
額の減少については、変動を緩和する措置を講じる（減少分のうち、１年目0.9、２年目0.6、 
３年目0.3を復元し、4年目に置き換え）。 

  普通交付税の算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更することに伴い、削減許可
病床数を有するものとして算定する既存の措置を平成28年度から見直し、許可病床の削減
数に応じた５年間の加算措置を講じる方式に変更。 

  平成26年度の病院事業債から適用（継続事業についても、平成26年度分の病院事業債
から適用）。 

 地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を、最近の建設費の状況を踏まえ、 
30万円/㎡から36万円/㎡に引き上げる。 

（３） 建築単価の見直し 

〔対象事業〕 

〔見直しの対象〕 

〔算定に用いる稼働病床数〕 

〔緩和措置〕 

〔許可病床削減時の特例〕 

３ その他 

（１） 新改革プランの策定に対する措置 

  新改革プランの策定及びその後の実施状況の点検・評価等に要する経費を地方
交付税により措置する。  

（２） 再編・ネットワーク化や経営形態の見直しに伴う清算等に対する措置 

※ 再編・ネットワーク化等に伴い、公立病院廃止等を行う場合の財政措置のあり方について、今後の 
各地方公共団体の取組内容等を踏まえ検討。 

 再編・ネットワーク化に伴う新たな経営主体の設立等に際し、病院の経営基盤
を強化し健全な経営を確保するために行う出資（不良債務額を限度とする。）に
ついて、病院事業債（一般会計出資債）を措置。 

継続
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（３） 不採算地区病院に対する措置 

（４） 公立病院に対する措置の見直しの検討 

  不採算地区病院の第２種の対象病院について、その適正化を図るため、以下のとおり
見直す。 

【現在】 【来年度以降】 

直近の国勢調査における「人口
集中地区」以外の区域に所在 

直近の国勢調査に基づく当該公立病院の
半径５km内の人口が原則として３万人未満 

※ 半径5km内人口が3万人以上10万人未満である病院については、単価を人口10万人で０となるよう逓減して 
措置。 

※ 見直しによる影響額については、経過措置を講じる（影響額のうち、１年目0.9、２年目0.6、３年目0.3を復元し、 
 4年目に置き換え） 。 

  公立病院に対する特別交付税措置について、病床数等に単価を乗じて算定する方式
から、これと一般会計からの繰出額に一定割合を乗じたものとを比較する方式への
見直し（平成28年度を目途）を検討する。 

※ 「公立病院に対する特別交付税措置」とは、不採算地区病院、小児救急医療提供病院、救命救急センター 
に該当する場合や結核病床、精神病床、リハビリテーション専門病院病床、周産期医療病床、小児医療病床 
及び感染症病床を有する場合の特別交付税措置。 

  病院施設の他用途への転用に際しては、経過年数が10年以上の施設等の
財産処分である場合、従来の元利償還金に対する普通交付税措置を継続。 

  医療提供体制の見直しに伴い不要となる病院等の施設の除却等に要する経費
に対する一般会計からの繰出金の一部を特別交付税により措置。 

  指定管理者制度の導入等の経営形態の見直しに際し必要となる退職手当の
支給に要する経費について、必要に応じ退職手当債を措置。 

継続

継続

新規
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新
た

な
公

立
病

院
改

革
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

方
向

性
に

つ
い

て
 

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
現
在
、
地
域
医
療
構
想
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
と
連
携
し
つ
つ
、
今
年
度
末

ま
で
に
策
定

 

１
 
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

策
定
時
期

２
 
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
方
向
性

 現
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

内
容
を
継
承
し
つ
つ
、
平
成

2
6
年
６
月
に
成
立
し
た
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
（
以
下
「
推
進
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る

地
域
医
療
構
想
の
実
現
に
向
け
た
取
組
と
連
携
す
る
事
項
等
を
盛
り
込
む
こ
と
と
し
、
以
下
の
方
向
で
検
討

 

①
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
新
公
立
病
院
改
革

プ
ラ
ン
策
定
の
要
請

ⅰ
）
  
策

 定
 時

 期
 

平
成

2
7
年
度
又
は
平
成

2
8
年
度
（
地
域
医
療
構
想
の
策
定
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
で
き
る
限
り
早
期
に
策
定
）
 

ⅱ
）
 プ

ラ
ン
の
期
間

 
策
定
年
度
～
平
成

3
2
年
度
を
標
準

 

ⅲ
）
 プ

ラ
ン
の
内
容

 
 
現
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
し
て
い
る
三
つ
の
視
点
に
、
「
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化
」
を
加
え
た

 
『
四
つ
の
視
点
』
に
沿
っ
た
内
容
と
す
る

 

経
営
の
効
率

化

再
編
・
ﾈ
ｯ
ﾄﾜ

ｰ
ｸ
化

経
営
形
態
の

見
直
し

地
域
医
療
構
想

を
踏
ま
え
た
役
割
の

明
確
化

〔
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明

確
化

〕
 

 
都
市
と
地
方
等
、
立
地
条
件
や
求
め
ら
れ

る
医

療
機

能
の

違
い
を
踏

ま
え
つ
つ
、
以

下
の

点
を
明

確
化

 

・
 
地
域
医
療
構
想
で
示
す
将
来
の
医

療
需

要
・
医

療
機

能
ご
と
の

病
床

数
の

必
要

量
と
整

合
性

 
の
と
れ
た
形
で
の
当
該
公
立
病
院
の
具

体
的

な
将

来
像

 

・
 
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向

け
て
果

た
す
べ

き
役

割
（
在

宅
医

療
等

）
 

 
 

 
等

 

〔
経
営
の
効
率
化
、
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

、
経

営
形

態
の

見
直

し
〕
 

 
・
 
黒
字
化
を
目
指
し
て
、
経
常
収
支
比

率
等

の
数

値
目

標
を
設

定
し
、
経

営
を
効

率
化

 

・
 
病
院
間
で
機
能
の
重
複
・
競
合
が
見

ら
れ

る
病

院
、
病

床
利

用
率

が
低

水
準

の
病

院
等

、
 

再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
引
き
続
き
推

進
（
公

的
・
民

間
病

院
と
の

再
編

等
を
含

む
）
 

・
 
地
方
独
立
行
政
法
人
化
等
の
経
営

形
態

の
見

直
し
を
引

き
続

き
推

進
 

 等
 

②
都
道
府
県
の
役
割
の
強
化

都
道
府
県
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法

に
基
づ
き
、
地
域
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
責
任
を
有
す
る
こ
と

か
ら
、
地
域
医
療
構
想
の
実
現
に
向
け
た
取
組

と
も
連
携
し
つ
つ
、
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
等
に
積
極
的
に
関
与

 

四
つ
の

視
 
点

※
 
プ
ラ
ン
策

定
後

、
推

進
法
に
基
づ
く
協

議
の
場

の
合
意

事
項
と
齟
齬
が

生
じ
た
場
合
は

、
速

や
か

に
プ
ラ
ン
を
修

正
 

新
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病院を中心とする円内人口の測定方法について

不採算地区病院第 2 種の新たな要件となる「直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径 5 ㎞内の人

口」については、政府統計の総合窓口（e-Stat）が提供している統計ＧＩＳ機能（地図による小地域分析

（jSTAT MAP））により求めることとします。詳細は以下のとおりです。 
なお、ここでは利用に際しユーザー登録の必要がない「お試し版」による方法を紹介しますが、ユー

ザー登録をすることによりデータが保存できるようになります。

≪地図による小地域分析（jSTAT MAP）による人口の測定≫ 

Ⅰ 総務省統計局ホームページ

・総務省統計局ホームページ右側「e-Stat」⇒「ＧＩＳ機能」⇒「お試し版」⇒「お試し版開始」 

Ⅱ 地図による小地域分析（jSTAT MAP） 
１ 都道府県名から測定したい地域を選択（地図が出る）

２ エリア作成

  ・「プロット」「エリア」「統計データ」「レポート」のうち「エリア」選択し⇒ エリア作成枠へ

 ・「新規グループに追加」の「グループ名」に適宜登録 ⇒ 右下「次へ」をクリック

３ 作成方法の選択

・作成方法の選択 ⇒ 「円」 ⇒ 「半径指定円」を選択

・エリア名（病院名等）を入力

・「半径（㎞）」を入力（半角）

・ポインタで地図上の中心としたい点をクリックすると「登録」ができるようになるのでクリック

※ 登録後、集計したい円全体がパソコン画面に表示されていることを確認する（表示されてい

る部分のみしか集計されないため）

４ グラフ作成ウィザード

① 作成するグラフの指標の選択

・左上の「統計データ」選択 ⇒ グラフ作成ウィザード枠へ

・種類は「H22 国勢調査（500m メッシュ）」を選択 
  ・分類は「男女別人口総数及び世帯数」を選択

  ・指標は「人口総数」を選択

  ・中央部分の「指標選択」をクリック

  ・選択指標欄に表示された項目を選択 ⇒ 「次へ」をクリック

② 集計単位の設定

・集計単位の設定の「エリア」を選択

・既存エリアグループ一覧からグループ名を選択

  ・「按分する」を選択

・下段「集計開始」をクリックすると左下に「人口総数」が表示 される

参考資料

注）統計 GIS 機能に関する問い合わせは、独立行政法人統計センター統計情報・技術部共同利用システム課 

GIS 担当（mail:statGIS_supportdesk@nstac.go.jp）までお願いします。 
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第
３

 
公
営
企
業
の
経
営
に
係
る
事
業
別
留
意
事
項

 

 
 
「
経
営
戦
略
」
の
策
定
等
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
の
種
類

に
応
じ
、
次
の
事
項
に
留
意
さ
れ
た
い
。

 

４
  
下
水
道
事
業

 

(１
) 
経
営
に
つ
い
て

 

①
正
確
な
損
益
・
資
産
等
の
状
況
及
び
資
産
の
現
状
（
施
設
の
老
朽
化
等
の
状
況
）
を
把
握
す
る
た
め
、
基
本
的
に
地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
等
を
適
用
し
、
公

営
企
業
会
計
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
新
規
に
事
業
着
手
す
る
団
体
に
あ
っ
て
も
、
事
業
開

始
時
か
ら
そ
の
適
用
の
準
備
に
努
め
る
こ
と
。

 

②
下
水
道
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
地
方

公
共
団
体
は
、
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
浄
化
槽
等
の
各
種
処
理
施
設
の
中
か
ら
、
地
理
的
・
社

会
的
条
件
に
応
じ
て
最

適
な
も
の
を
選
択
し
、
計
画
的
・
効
果
的
に
整
備
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
人
口
減
少
や
将
来
の
需
要
予
測
等
も
踏
ま
え
、
各
種
処
理
施
設
の
整
備

区
域
の
適
切
な
見
直
し
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
低
コ
ス
ト
の
整
備
手
法
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
既
存
施
設
の
更
新
に
当
た
っ
て
は

、
施
設
・
設
備
の
長

寿
命
化
、
処
理
場
の
統
廃
合
、
事
業
の
広
域
化
・
共
同
化
等
の
検
討
を
行
い
、
効
率
化
に
努
め
る
こ
と
。

 

③
「
投
資
試
算
」
を
取
り
ま
と
め
る
際
に
は
、
施
設
・
設

備
の
現
状
（
老
朽
化
の
状
況
や
規
模
・
能
力
等
を
含
む
）
に
つ
い
て
分
析
し
、
投
資
の
徹
底
し
た
効
率
化
・
合
理
化

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
更
新
率
・
老
朽
化
率
・
耐
震
化

率
等
の
目
標
を
設
定
し
た
上
で
、
中
長
期
的
に
安
定
的
か

つ
衛
生
的
な
汚
水
処
理
が
可
能
と
な
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。

 

④
「
財
源
試
算
」
を
取
り
ま
と
め
る
際
に
は
、
人
口
動
態

や
普
及
率
、
水
洗
化
率
等
の
現
実
的
な
見
通
し
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
投
資
試
算
」
等
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
。
そ

の
際
、
あ
わ
せ
て
将
来
の
使
用
料
水
準
、
一
般
会
計
に
与
え
る
影
響
等
に
つ
い
て
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

 

⑤
民
間
的
経
営
手
法
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
地
域
や

各
事
業
者
の
実
情
を
踏
ま
え
、
指
定
管
理
者
制
度
や
民
間
委
託
等
の
活
用
の
ほ
か
、
公
共
施
設
等
運
営
権
方

式
を
含
む

P
P

P
/
P

F
Iの

活
用
を
積
極
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 

⑥
資
本
費
平
準
化
債
の
活
用
に
よ
り
、
減
価
償
却
費
を
基
本
と
し
た
資
本
費
の
算
定
に
よ
る
適
正
な
汚
水
処
理
費
及
び
使
用
料
の
設
定
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
使
用

料
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
人
口
の
動
向
や
そ
れ
に
伴
う
有
収
水
量
の
見
込
み
等
将
来
の
収
支
予
測
も
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

 

⑦
下
水
道
事
業
に
お
け
る
使
用
料
回
収
対
象
経
費
に
対
す
る
地
方
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
、
最
低
限
行
う
べ
き
経
営
努
力
と
し
て
、
全
事
業
平
均
水
洗
化
率
及
び
使

用
料
徴
収
月

3
,0

0
0
円
／

2
0
㎥
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

 

⑧
分
流
式
下
水
道
等
に
よ
る
経
費
の
繰
出
基
準
を
踏

ま
え
、
汚
水
処
理
経
費
に
つ
い
て
も
、
使
用
料
で
賄
う
べ
き
経
費
と
一
般
会
計
で
負
担
す
べ
き
経
費
と
を
明
確
に

区
分
す
る
と
と
も
に
、
使
用
料
が
低
い
水
準
に
と
ど
ま
り
、
使
用
料
で
賄
う
べ
き
経
費
を
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
等
に
よ
り
賄
っ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
、
早

急
に
使
用
料
の
適
正
化
に
取
り
組
む
こ
と
。

 

⑨
水
洗
化
率
及
び
有
収
率
が
低
い
事
業
に
つ
い
て
は
、
有
収
水
量
の
増
加
に
よ
る
使
用
料
収
入
の
確
保
及
び
施
設
の
利
用
効
率
改
善
の
た
め
、
接
続
促
進
や
不
明

水
削
減
等
に
よ
り
早
期
改
善
を
図
る
こ
と
。
下
水
道
事
業
は
一
般
に
建
設
投
資
規
模
が
大
き
く
、
建
設
期
間
も
長
期

に
わ
た
る
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に

与
え
る
影
響
が
多
大
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
人
口
動
態
や
普
及
率
、
水
洗
化
率
の
伸
率
な
ど
現
実
的
な
見
通
し
に
基
づ
く
収
支
計
画
を
踏
ま
え
て
適
切

な
事
業

の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

 

平
成

2
6
年

8
月

2
9
日

付
総

財
公

第
1
0
7
号

、
総

財
営

 
第

7
3
号

、
総

財
準

第
8
3
号

、
公

営
企

業
課

長
・
公

営
 

企
業

経
営

室
長

・
準

公
営

企
業

室
長

通
知

 

公
営
企
業
の
経
営
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
抄
）
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観
光
施
設
事
業
及

び
宅
地

造
成

事
業
等

に
お
け
る
財

政
負
担

リ
ス
ク
限
定
の
取
組
に
つ
い
て

(1
) 
地
方
公
共
団
体

が
公

営
企

業
に
よ
り
実

施
す
る
の

で
は

な
く
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
、
法

人
格

を
別
に
し
て
事

業
を
実

施
す
る
こ
と
。

(2
) 
事

業
自
体
の
収

益
性

に
着

目
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
考

え
方
に
よ
る
資

金
調
達

を
基

本
と
す
る
こ
と
。

(3
)  
法
人
の
債
務
に
対

し
て
地

方
公

共
団

体
に
よ
る
損
失

補
償
は

行
わ

な
い
こ
と
。

(4
) 
法

人
の
事
業
に
関

し
て
、
地

方
公

共
団

体
に
よ
る
公
的
支

援
（
出

資
・
貸
付
け
・
補
助
）
を
行

う
必
要

が
あ
る
場

合
に
は

、
公

共
性

、

 
 

  
公
益
性
を
勘
案
し
た
上

で
必

要
最

小
限

の
範

囲
に
と
ど
め
る
こ
と
。

 

(5
) 
既

存
の
観
光
施

設
事

業
及

び
宅

地
造

成
事
業
並

び
に
こ
れ

ら
以

外
の
事

業
に
つ
い
て
も
、
地
方
公

共
団

体
の

財
政

負
担

の
リ
ス

 

 ク
を
限
定
す
る
観

点
か

ら
、
適

切
に
対

処
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
。

 

①
基

本
的
な
考

え
方

・
 
公
営
企
業
の
中
で
、
観

光
施

設
事

業
及

び
宅

地
造

成
事
業

は
、
必
ず
し
も
住

民
生
活
に
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
も
の

で
は

な
く
、
ま

た
、
社

会
経
済
情
勢

の
変

化
等

に
よ
る
事

業
リ
ス
ク
が

相
対
的

に
高
い
事

業
。

・
 
事
業
の
採
算
性
が

著
し
く
悪

化
し
た
場

合
、
累

積
し
た
赤

字
を
公
費
（
税
金
）
で
処

理
す
る
こ
と
に
な
り
、
住

民
生

活
に
必

要
不

可
欠

な
公

共

サ
ー
ビ
ス
の
縮
小
や

住
民

負
担

の
増

大
に
つ
な
が

る
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
財

政
負
担

リ
ス
ク
の

限
定

を
図

る
取

組
が

必
要

。
 

②
地

方
債

の
取

扱
い
（平

成
24
年
度
～
）

原
則
と
し
て
、
新
規
事
業

（
新

た
に
企

業
会

計
を
設
置
し
事
業

を
開
始
す
る
場

合
、
大
規

模
改
築

を
行

う
場

合
等

経
営

実
態

が
大

き
く
異

な
る
場

合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は

、
当

該
事

業
に
係

る
起

債
予
定
額

の
総
額

が
一
定

の
基
準

未
満
（
※

）
で
あ
る
事

業
を
同

意
等

の
対

象
と
す
る
。

＜
取

組
の

背
景

・
趣

旨
＞

 

＜
取

組
内

容
＞

 
（
平
成
２
３
年
１
２
月
２
８
日
付
け
総
務
副
大
臣
通
知
等
の
概
要
）

（
※
）
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
値
が

25
％
未
満
で
あ
る
こ
と

 
A
 

B
＋

 
当
該
団
体
の
実
質
公
債
費
比

率
 

  A
 
当
該
事
業
に
係
る
起
債
予
定
額
の
総
額
（
償
還
時
の
特
定
財
源
を
除
く
。
）

 
B 

当
該
年
度
の
前
年
度
の
標
準
財
政
規
模
の
額
か
ら
算
入
公
債
費
等
の
額
を
控
除
し
た
額

 

公
的
支
援
（
出
資
・
貸
付
け
・
補
助
）
の
場
合

は
、
記
号

Aに
損
失
補
償
契
約
に
係
る
債
務

を
加

え
る
。
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